
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律（平成１８年法律第７７号）（改正後） 

（設置等の認可） 

第１７条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようと

するとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするとき

は、都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園につい

ては、当該指定都市等の長。次項、第３項、第６項及び第７項並びに次条第１項に

おいて同じ。）の認可を受けなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第２５条に

規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

（事業停止命令） 

第２１条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼

保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 

一 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づく命令

若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、園児の教育上又は保育上著しく

有害であると認められるとき。 

二 幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。 

三 正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしよ

うとするときは、あらかじめ、第２５条に規定する審議会その他の合議制の機

関の意見を聴かなければならない。 

（認可の取消し） 

第２２条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若し

くはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分

に違反したときは、第１７条第１項の認可を取り消すことができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あら

かじめ、第２５条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなけれ

ばならない。 

（都道府県における合議制の機関） 

第２５条 第１７条第３項、第２１条第２項及び第２２条第２項の規定によりその権

限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こ

ども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 

   附 則 

（準備行為） 

第９条 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新認定こども園法第

１７条第１項の認可の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 

 

 

 



児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）（改正後） 

（審議会の設置及び権限） 

第８条 第７項、第２７条第６項、第３３条第５項、第３３条の１５第３項、第３５

条第６項、第４６条第４項及び第５９条第５項の規定によりその権限に属させられ

た事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の

機関を置くものとする。ただし、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１２条

第１項の規定により同法第７条第１項に規定する地方社会福祉審議会（以下「地方

社会福祉審議会」という。）に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県に

あつては、この限りでない。 

（児童福祉施設の設置等） 

第３５条 国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設（助産施設、母子生活支

援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。）を設置するものとする。 

４ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道

府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 

６ 都道府県知事は、第４項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、

あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 

（最低基準維持のための監督） 

第４６条 都道府県知事は、第４５条第１項及び前条第１項の基準を維持するため、

児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、

児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはそ

の施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

４ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第４５条第１項の基準に達せず、

かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会

の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 

（認可取消） 

第５８条 第３５条第４項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくは

この法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、

都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。 

 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６

年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第 1号） 

（設備運営基準の向上） 

第３条 都道府県知事は、その管理に属する法第２５条に規定する審議会その他の合

議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備

運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 

７ 


